
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 20

問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

10 14 3 19

41 201 佐賀市 男女共同参画課 1 1 1 1 佐賀市男女共同参画を推進する条例 2007年12月21日 2008年4月1日 第４次佐賀市男女共同参画計画 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

41 202 唐津市 男女共同参画室 1 1 1 1 3 唐津市男女共同参画基本計画（第５次） 2025年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 1

41 203 鳥栖市 市民協働課 1 2 1 1 4 第３次鳥栖市男女共同参画行動計画 2023年4月 ～ 2033年3月 1 1

41 204 多久市 総合政策課 1 2 1 1 4 第４次多久市男女共同参画計画 2023年4月 ～ 2028年3月 1 1

41 205 伊万里市 企画政策課 1 1 1 1 伊万里市男女協働参画を推進する条例 2016年3月25日 2016年4月1日
第5次　伊万里市男女協働参画基本計画
あなたとわたしのきらめきプランⅤ

2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

41 206 武雄市 男女参画・市民協働課 1 2 1 1 4 第４次武雄市男女共同参画推進計画 2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

41 207 鹿島市 男女共同参画推進室 1 2 2 1 4
第３次鹿島市男女共同参画基本計画・第２次
鹿島市DV対策基本計画

2021年5月 ～ 2026年3月 1 1

41 208 小城市 企画政策課 1 2 1 1 4 第３次小城市男女共同参画プラン 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

41 209 嬉野市 企画政策課 1 2 1 1 嬉野市男女共同参画を推進する条例 2014年3月28日 2014年4月1日 第４次嬉野市男女共同参画行動計画 2023年4月 ～ 2028年3月 1 1

41 210 神埼市 市民課 1 2 2 1 4
第4次神埼市男女共同参画基本計画・DV被害
者支援計画・女性の活躍推進計画

2025年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 1

41 327 吉野ヶ里町 財政協働課 1 2 1 1 4
第2次吉野ヶ里町男女共同参画基本計画（DV
被害者支援計画・女性の活躍推進計画を含
む）

2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

41 341 基山町 まちづくり課 1 2 1 2 4 第２次基山町男女共同参画推進プラン 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

41 345 上峰町 総務課 1 2 2 1 4
上峰町男女共同参画計画及びDV被害者支援
基本計画

2022年4月 ～ 2032年3月 2 1

41 346 みやき町 情報未来課 1 2 2 2 4 第3次みやき町男女共同参画計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

41 387 玄海町 企画商工課 1 2 2 2 2 1

41 401 有田町 まちづくり課 1 2 2 1 4
第３次有田町　男女共同参画基本計画・DV被
害者支援基本計画

2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

41 423 大町町 企画政策課 1 2 2 2 4 第2次大町町男女共同参画計画 2021年度 ～ 2025年度 1 1

41 424 江北町 総務政策課 1 2 2 2 2 第3次江北町男女共同行動計画 2021 ～ 2025 2 1

41 425 白石町 総合戦略課 1 2 2 1 4 第3次白石町男女共同参画推進プラン 2021 ～ 2025 1 1

41 441 太良町 総務課 1 2 2 2 4 第2次太良町男女共同参画基本計画 2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

問３－１　有

佐賀県

都
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府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

町

村

コ

ー

ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

問４－１　有

市町村４－１



問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

問３－１　有

都
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府

県

コ

ー

ド
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区

町

村

名

市

区

町

村

コ

ー

ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

問４－１　有

＜選択肢回答＞

所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況

１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有

２　教育委員会 2　無 １　2025年度中（2026年3月末）までの制定を目途に検討中１　一体 2　策定予定無

２　2026年度以降の制定を目途に検討中 2　一体でない

事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法（総合計画の一部として策定している場合、「問4－2 計画名称」は括弧書きで表記）

１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 4　検討していない １　単独計画として策定

２　１ではない 2　無 2　総合計画の一部として策定

市町村４－１

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 201 佐賀市

41 202 唐津市

41 203 鳥栖市

41 204 多久市

41 205 伊万里市

41 206 武雄市

41 207 鹿島市

41 208 小城市

41 209 嬉野市

41 210 神埼市

41 327 吉野ヶ里町

41 341 基山町

41 345 上峰町

41 346 みやき町

41 387 玄海町

41 401 有田町

41 423 大町町

41 424 江北町

41 425 白石町

41 441 太良町

佐賀県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(２０２５年４月１日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

問６－３
施設
形態

問６－５　管理・運営主体問６－４　所在地等

施設管理

愛称・通称

問６－１

郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 佐賀県

問１７

設置根拠
条例

設置根拠
2 条例以外

自治体または施設
（両方を含む）と

NWECとの
業務上の関わり

常勤
(雇用（任用）

期間の定めが
ない職員）

非常勤
（雇用（任用）
期間の定めが

ある職員）

１
連
携
・
協
働

2
広
報
啓
発

3
講
座

4
相
談
事
業

5
実
態
把
握

6
調
査
研
究

７
国
際
交
流

8
情
報
収
集

9
苦
情
処
理

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 201 佐賀市

41 202 唐津市

41 203 鳥栖市

41 204 多久市

41 205 伊万里市

41 206 武雄市

41 207 鹿島市

41 208 小城市

41 209 嬉野市

41 210 神埼市

41 327 吉野ヶ里町

41 341 基山町

41 345 上峰町

41 346 みやき町

41 387 玄海町

41 401 有田町

41 423 大町町

41 424 江北町

41 425 白石町

41 441 太良町

都
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府

県
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ー

ド
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区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

問６－６　職員数（人）

問６－２　設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２５年４月１日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

問６－７
予算額
（千円）

問６－１　名　　称

問１６ 問６－８　主　　　　な　　　　事　　　　業

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち
宣

言

年

月

日

宣　　言　　名　　称

宣

言

の

形

態

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

1 10 0 0.0 13 1 7.7 10 0 0.0 9 2 22.2 2,388 69 2.9

41 201 佐賀市 1 0 0.0 2 0 0.0 659 36 5.5

41 202 唐津市 1 0 0.0 2 0 0.0 364 9 2.5

41 203 鳥栖市 1 0 0.0 1 0 0.0 75 6 8.0

41 204 多久市 1 0 0.0 1 0 0.0 103 2 1.9

41 205 伊万里市 2001年1月13日 伊万里市・男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 179 5 2.8

41 206 武雄市 1 0 0.0 2 0 0.0 107 0 0.0

41 207 鹿島市 1 0 0.0 1 0 0.0 84 2 2.4

41 208 小城市 1 0 0.0 1 0 0.0 181 4 2.2

41 209 嬉野市 1 0 0.0 1 0 0.0 88 0 0.0

41 210 神埼市 1 0 0.0 1 1 100.0 121 2 1.7

41 327 吉野ヶ里町 1 0 0.0 1 1 100.0 39 0 0.0

41 341 基山町 1 0 0.0 1 0 0.0 17 1 5.9

41 345 上峰町 1 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0

41 346 みやき町 1 0 0.0 1 0 0.0 57 1 1.8

41 387 玄海町 1 0 0.0 0 0 1 0 0.0

41 401 有田町 1 0 0.0 1 0 0.0 16 0 0.0

41 423 大町町 1 0 0.0 1 1 100.0 31 0 0.0

41 424 江北町 1 0 0.0 1 0 0.0 35 1 2.9

41 425 白石町 1 0 0.0 1 0 0.0 175 0 0.0

41 441 太良町 1 0 0.0 1 0 0.0 55 0 0.0

佐賀県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 問５　首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況　（２０２５年７月１日現在）

女
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比
率

（％）
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長
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比
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比
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数

問７－1
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（％）
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市町村４－３



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

女
性
委
員
数

女
性
委
員
数

773 627 11,169 3,929 35.2 383 346 5,244 1,610 30.7 106 63 634 118 18.6 457 76 16.6 477 76 15.9

小計 368 331 4,851 1,492 30.8 104 62 622 117 18.8

41 201 佐賀市 43.0 2026年3月 50 47 1,288 573 44.5 法律、条例、規則により設置されている審議会等 38 38 555 204 36.8 6 3 44 7 15.9 45 10 22.2 46 10 21.7 2 2025年6月1日 2 2025年6月1日 2 2025年6月1日

41 202 唐津市 50.0 2030年3月 73 64 2,044 801 39.2

①法律により設置されている委員会等 
②法律もしくはこれに基づく政令又は条例により設置されている委員
会等 
③条例、規則、要綱等により設置されている協議会、委員会等 34 30 803 276 34.4 6 5 35 9 25.7 30 7 23.3 31 7 22.6 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

41 203 鳥栖市 40.0 2033年3月 53 49 790 302 38.2 19 19 223 66 29.6 5 3 27 5 18.5 28 5 17.9 29 5 17.2 1 1 1

41 204 多久市 40.0 2028年3月 54 32 529 209 39.5

１ 法律又は政令により設置されている審議会等 ２ 法律により設置さ
れている委員会等（地方自治法第180条の５） ３ 条例、規則等により
設置されている懇談会、会議等 ４ 要綱等により設置されている懇談
会、会議等

15 12 153 42 27.5 5 3 25 3 12.0 26 2 7.7 27 2 7.4 1 1 1

41 205 伊万里市 40.0 2028年3月 53 50 852 291 34.2 14 14 201 49 24.4 6 5 33 7 21.2 28 4 14.3 29 4 13.8 1 1 1

41 206 武雄市 40.0 2028年3月 52 44 1,021 352 34.5

地方自治法第202条の3に基づく審議会等委員及び180条の5に基づく
委員会委員の数に規則・要綱で設置している審議会等委員及び法令
に基づく委員・相談員の数を合算した数

20 18 330 102 30.9 5 3 58 7 12.1 24 8 33.3 25 8 32.0 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

41 207 鹿島市 40.0 2026年3月 29 26 338 113 33.4 施策の決定等に関する審議会・協議会等 14 14 157 45 28.7 5 3 25 7 28.0 25 5 20.0 26 5 19.2 1 1 1

41 208 小城市 36.0 2027年3月 48 41 671 216 32.2

①地方自治法第202条の3に基づき市が設置する附属機関 
②地方自治法第180条の5に基づく委員会等 
③上記に該当しない機関で、学識経験者、市民等の意見を求め、こ
れを市政に 
反映させることを主な目的として、規則、要綱等に基づき市が設置す
るもの 
（要領は含まない）

23 20 275 84 30.5 5 4 30 6 20.0 21 5 23.8 22 5 22.7 1 1 1

41 209 嬉野市 40.0 2028年3月 83 50 836 285 34.1 44 38 609 190 31.2 5 3 27 6 22.2 27 4 14.8 28 4 14.3 1 1 1

41 210 神埼市 40.0 2030年3月 49 43 663 181 27.3 市の所管する全審議会等 13 13 151 28 18.5 5 2 27 5 18.5 23 2 8.7 24 2 8.3 1 1 1

41 327 吉野ヶ里町 40.0 2026年3月 13 13 123 35 28.5
地方自治法第202条の３に該当する「審議会等」及び町独自の条例に
基づき町の付属機関として設置される「審議会等」 13 13 123 35 28.5 5 3 24 6 25.0 11 1 9.1 12 1 8.3 2 2025年9月1日 2 2025年9月1日 2 2025年9月1日

41 341 基山町 30.0 2031年3月 33 25 324 102 31.5 条例、規則、要綱等により設置されている会議等。 28 23 296 99 33.4 5 2 28 3 10.7 19 3 15.8 20 3 15.0 1 1 1

41 345 上峰町
2032年3月ま
でに30%

14 9 103 27 26.2 5 4 53 14 26.4 5 3 23 7 30.4 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1

41 346 みやき町 30.0 2027年3月 24 18 254 47 18.5 18 16 205 40 19.5 5 2 37 5 13.5 21 2 9.5 22 2 9.1 2 2025年7月1日 2 2025年7月1日 2 2025年7月1日

41 387 玄海町 30.0 2025年3月 31 23 240 54 22.5 9 6 92 13 14.1 6 3 31 6 19.4 8 1 12.5 9 1 11.1 1 1 1

41 401 有田町 35.0 2026年4月 29 25 309 106 34.3 17 15 191 69 36.1 5 3 32 6 18.8 19 3 15.8 20 3 15.0 1 1 1

41 423 大町町 40.0 2026年3月 11 10 102 33 32.4 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 11 11 103 33 32.0 5 3 20 3 15.0 22 2 9.1 23 2 8.7 1 1 1

41 424 江北町 30.0 2025年3月 33 26 267 69 25.8 8 7 84 22 26.2 5 4 25 7 28.0 22 4 18.2 23 4 17.4 1 1 1

41 425 白石町 40.0 2026年3月 16 15 170 56 32.9
地方自治法第180条の5及び第202条の3に規定する審議会等

11 11 120 49 40.8 5 3 50 7 14.0 23 5 21.7 24 5 20.8 1 1 1

41 441 太良町 40.0 2028年3月 25 17 245 77 31.4 14 9 127 32 25.2 5 2 21 5 23.8 16 1 6.3 17 1 5.9 1 1 1

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議

(会長を含む)

問９－１

佐賀県

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議

(委員のみ）

問１０
地方自治法
(第180条の５）
に基づく委員会
等におけ
る登用状況

2025年4月1日調査時点コード
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区
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村
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ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８
目標設定の
対象である
審議会等の
目標及び
現状値

その他

問９
地方自治法
（第202条の３）
に基づく審議会
等における
登用状況

市町村４－４



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

15 15 393 118 30.0 2 1 12 1 8.3

佐賀市 6 6 132 42 31.8 2 1 12 1 8.3

唐津市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

鳥栖市 5 5 105 43 41.0 0 0 0 0 0.0

多久市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

伊万里市 2 2 45 13 28.9 0 0 0 0 0.0

武雄市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

鹿島市 2 2 111 20 18.0 0 0 0 0 0.0

小城市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

嬉野市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

神埼市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

吉野ヶ里町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

基山町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

上峰町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

みやき町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

玄海町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

有田町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

大町町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

江北町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

白石町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

太良町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

女
性
比
率

（％）

佐賀県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

市町村４－４ (2)



調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

807 146 18.1 694 116 16.7 103 12 11.7 95 10 10.5 93 9 9.7 85 9 10.6 611 125 20.5 511 95 18.6 670 204 30.4 575 160 27.8 1,348 444 32.9 1,075 330 30.7 147 28 19.0 25 3 12.0

41 201 佐賀市 171 39 22.8 138 27 19.6 20 2 10.0 18 2 11.1 40 5 12.5 36 5 13.9 111 32 28.8 84 20 23.8 124 24 19.4 112 23 20.5 234 72 30.8 162 46 28.4 1 13 2 15.4 1 0 0.0 1

41 202 唐津市 118 17 14.4 101 13 12.9 14 4 28.6 12 3 25.0 33 3 9.1 30 3 10.0 71 10 14.1 59 7 11.9 8 3 37.5 6 1 16.7 337 69 20.5 276 59 21.4 1 11 1 9.1 1 0 0.0 1

41 203 鳥栖市 61 7 11.5 61 7 11.5 9 0 0.0 9 0 0.0 15 1 6.7 15 1 6.7 37 6 16.2 37 6 16.2 47 15 31.9 47 15 31.9 50 17 34.0 50 17 34.0 1 18 4 22.2 3 0 0.0 1

41 204 多久市 23 5 21.7 21 5 23.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23 5 21.7 21 5 23.8 34 5 14.7 29 4 13.8 49 18 36.7 39 13 33.3 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

41 205 伊万里市 52 5 9.6 41 4 9.8 14 1 7.1 13 1 8.3 5 0 0.0 4 0 0.0 33 4 12.1 21 1 12.0 57 19 33.3 48 14 29.2 141 66 46.8 94 39 41.5 1 5 1 20.0 2 0 0.0 1

41 206 武雄市 61 12 19.7 50 10 20.0 12 2 16.7 12 2 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 49 10 20.4 38 8 21.1 107 41 38.3 84 32 38.1 13 5 38.5 11 5 45.5 1 12 2 16.7 4 0 0.0 1

41 207 鹿島市 31 5 16.1 22 5 22.7 4 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27 5 18.5 19 5 26.3 34 11 32.4 24 6 25.0 51 21 41.2 33 19 57.6 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

41 208 小城市 45 6 13.3 36 4 11.1 9 1 11.1 8 1 12.5 0 0 0.0 0 0 0.0 36 5 13.9 28 3 10.7 35 7 20.0 26 4 15.4 82 36 43.9 65 25 38.5 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

41 209 嬉野市 33 9 27.3 33 9 27.3 8 1 12.5 8 1 12.5 0 0 0.0 0 0 0.0 25 8 32.0 25 8 32.0 53 20 37.7 53 20 37.7 17 6 35.3 17 6 35.3 2 2025年8月1日 14 5 35.7 2 0 0.0 2 2025年8月1日

41 210 神埼市 41 8 19.5 37 6 16.2 6 1 16.7 5 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35 7 20.0 32 6 18.8 20 7 35.0 16 3 18.8 53 15 28.3 47 10 21.3 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

41 327 吉野ヶ里町 17 5 29.4 14 3 21.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17 5 29.4 14 3 21.4 21 7 33.3 19 5 26.3 28 12 42.9 24 8 33.3 2 2025年7月1日 3 0 0.0 0 0 0.0 2 2025年7月1日

41 341 基山町 20 5 25.0 20 5 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20 5 25.0 20 5 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 43 12 27.9 43 12 27.9 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

41 345 上峰町 12 5 41.7 12 5 41.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12 5 41.7 12 5 41.7 13 5 38.5 13 5 38.5 18 9 50.0 18 9 50.0 1 8 3 37.5 2 1 50.0 1

41 346 みやき町 31 3 9.7 27 1 3.7 7 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24 3 12.5 20 1 5.0 35 14 40.0 29 9 31.0 27 14 51.9 20 9 45.0 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

41 387 玄海町 10 3 30.0 10 3 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 10 3 30.0 10 3 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23 8 34.8 23 8 34.8 1 9 1 11.1 1 0 0.0 1

41 401 有田町 25 6 24.0 19 4 21.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25 6 24.0 19 4 21.1 39 15 38.5 31 12 38.7 43 21 48.8 30 12 40.0 1 13 5 38.5 1 1 100.0 1

41 423 大町町 12 1 8.3 11 1 9.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12 1 8.3 11 1 9.1 12 6 50.0 9 4 44.4 14 7 50.0 12 5 41.7 2 2025年8月1日 2 0 0.0 0 0 0.0 1

41 424 江北町 9 2 22.2 7 1 14.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9 2 22.2 7 1 14.3 11 3 27.3 9 1 11.1 21 6 28.6 18 4 22.2 1 5 1 20.0 1 1 100.0 1

41 425 白石町 20 2 10.0 20 2 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20 2 10.0 20 2 10.0 20 2 10.0 20 2 10.0 60 19 31.7 57 16 28.1 1 3 0 0.0 0 0 0.0 1

41 441 太良町 15 1 6.7 14 1 7.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 1 6.7 14 1 7.1 0 0 0.0 0 0 0.0 44 11 25.0 36 8 22.2 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

問１１－５

調

査

時

点

コ

ー

ド

その他その他

調

査

時

点

コ

ー

ド

問１１－２ 問１１－５　本庁の防災・危機管理部局への配置状況

うち管理職数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

部
局
職
員
数

防
災
・
危
機
管
理

女
性
数

うち一般行政職

管
理
職
総
数

うち一般行政職

部
局
長
相
当
職

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

問１１－１　管理職の在職状況 問１１－２　職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

うち一般行政職

係
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

調査時点コード 2025年4月1日 その他

佐賀県

市町村４－４（3）



調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

11 1の合計 19 0 18 5 19 19 19 19 19 11

5 2の合計 0 18 1 11 0 0 0 0 0 0

0 3の合計 0 1 3 0 0 0 0 0 0

4 4の合計 1 0 1 1 1 1 1 0

41 201 佐賀市 1

佐賀市職員旧姓使用取扱要綱

　（旧姓をすることができる文書等） 
第２条　職員は、任命権者の承認を受けて、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそ
れのないものについて、旧姓を使用することができる。

佐賀市議会 1 2 1

佐賀市議会会議規則

第２条 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。 
 
第91条 
2　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ委員長に届け出ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

41 202 唐津市 1

唐津市職員旧姓使用取扱要領

第１条　この要領は、婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた職員が、改姓前
の氏（以下「旧姓」という。）を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

唐津市議会 1 2 1

唐津市議会会議規則

第２条 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

1

唐津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

第２条　議長等が自己都合、疾病その他の事由により、本会議、唐津市議会委員会条例（平
成２３年条例第１号）に規定する委員会若しくは唐津市議会会議規則（平成２３年議会規則第
１号）第１６３条の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための
場又は同規則第１６４条に規定する議員の派遣若しくは同規則第１０４条に規定する委員の
派遣（以下「会議等」という。）を欠席した場合又は活動休止の届け出があった場合は、前条
の規定にかかわらず、当該議長等の議員報酬を減額して支給する。 
２　前項の規定により支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額に、当該
議長等が会議等を欠席した日又は前項に規定する届け出に記載された活動休止日のいず
れか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書に記載された復帰日のいずれか早い
日の前日までの期間（以下「活動休止期間」という。）に応じて、次の表に定める支給割合を
乗じて得た額とする。 
活動休止期間 支給割合 
９０日を超え１８０日以下であるとき １００分の８０ 
１８０日を超え３６５日以下であるとき １００分の７０ 
３６５日を超えるとき １００分の５０

1 1 1 1 1

41 203 鳥栖市 1

鳥栖市職員旧姓使用取扱要領

第２条　職員は、任命権者の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書等で、法令又は条
例等の規定に反する恐れがなく、かつ、職務執行上又は事務処理上、誤解や混乱を招く恐れの
ないものにおいて、旧姓を使用することができる。

鳥栖市議会 1 2 1

鳥栖市議会会議規則

(欠席の届出) 
第2条　議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週
間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、
当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あら
かじめ議長に届け出ることができる。

1

鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(議員報酬の減額) 
第3条　前条の規定にかかわらず、議員が自己都合、疾病その他の事由により定例会、臨時
会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、議会改革検討会、議員の派
遣及び委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は活動休止届出書の提出が
あった場合は、当該議員の議員報酬を減額して支給する。 
2　前項の規定により減額して支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額
に、当該議員が会議等を欠席した日又は前項の活動休止届出書に記載された活動休止日
のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書に記載された復帰日(以下「復
帰日」という。)のいずれか早い日の前日までの期間(以下「活動休止期間」という。)における
減額期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 
 
【減額期間】                      【割合】 
90日を超え180日を超えない期間      100分の80 
180日を超え365日を超えない期間     100分の70 
365日を超える期間                  100分の50 
 
3　前項の規定は、活動休止期間が90日、180日又は365日を経過した日の属する月の翌月
から、復帰日の属する月(以下「復帰月」という。)まで適用する。ただし、活動休止期間が90日
を経過した日の属する月と復帰月が同一の場合は、復帰月の翌月に支給する議員報酬に適
用する。

1 1 1 1 1 1

41 204 多久市 2 1 2 1

多久市議会会議規則

第２条第２項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日
の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日
までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。 3

議員が、本人の意
志によるか否かに
かかわらず会議等
に出席しない場合
で、当該期間が90
日を超えるものを
長期欠席とし、長
期欠席の期間によ
り減額する。

1 1 1 1 1 1

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

調査時点

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

佐賀県

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

41 205 伊万里市 1

伊万里市職員旧姓使用取扱要綱

第1条 この要綱は､伊万里市に勤務する一般の職員(臨時及び非常勤の職員を除く｡以下｢ 
職員｣という｡)が婚姻､養子縁組その他の事由(以下｢婚姻等｣という｡)により戸籍上の氏を改 
めることによる不利益及び不都合を軽減し､社会活動の継続性を保持するとともに､職員が 
互いの個性を尊重し､能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため､職員が戸籍上の氏 
を改めた後も､引き続き氏を改める前の氏(以下｢旧姓｣という｡)を職務上使用することに関し 
必要な事項を定めるものとする｡ 
第2条 職員は､市長の承認を得て､専ら職員の間で使用している文書等で､法令又は条例等 
の規定に反するおそれがなく､かつ､職務遂行上又は事務処理上著しい誤解や混乱を招くお 
それのないものにおいて､旧姓を使用することができる｡

伊万里市議会 1 2 1

伊万里市議会会議規則

第2条第2項 議員は出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合 
にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲において､そ 
の期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

1

伊万里市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

第2条第2項 議員が自己都合､疾病その他の事由により､本会議､伊万里市議会委員会条例
(昭和34年 
条例第17号)に規定する委員会若しくは伊万里市議会会議規則(昭和31年議会告示第1号)第
117条に 
規定する議員の派遣若しくは同規則第64条に規定する委員の派遣(以下｢会議等｣という｡)を
欠席した 
場合又は活動休止の届出(以下この条において｢活動休止届｣という｡)があった場合は､前項
の規定に 
かかわらず､当該議員の議員報酬を減額して支給する｡ただし､次に掲げる事由による場合を
除く｡ 
(1) 伊万里市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条
例第39 
号)に基づき認定された公務又は通勤による災害 
(2) 女性の議員の出産｡ただし､伊万里市議会会議規則第2条第2項又は第56条の2第2項の
規定による 
欠席届が提出されている場合に限る｡ 
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第
18条第1項 
に規定する患者又は無症状病原体保有者 
(4) その他議長がやむを得ないと認める事由 

1 1 1 1 1 1

41 206 武雄市 1 武雄市議会 1 2 1

武雄市議会会議規則

(欠席の届出) 
 
第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

41 207 鹿島市 1

鹿島市職員の旧姓使用に関する要綱

（趣旨） 
第１条 この要綱は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員が改正前の
氏（以下「旧姓」という。）を職務上使用することに関し必要な事項を定めるものとする。 
（適用職員） 
第２条 この要綱は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する一般職に属する
職員に適用する。

鹿島市議会 1 3 1

鹿島市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　前項の規定は、遅参、早退及び一時退席について準用する。 
３　第１項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、その期間を明らかにし
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。この場合において、出産により欠席するこ
とのできる期間は、鹿島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第５号）第１５
条に定める基準によるものとする。 

1

鹿島市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定は、遅参、早退及び一時退席について準用する。 
３　第１項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、その期間を明らかに
して、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。この場合において、出産により欠席
することのできる期間は、鹿島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第５
号）第１５条に定める基準によるものとする。 

1 1 1 1 1

武雄市職員の旧姓使用に関する規定

○武雄市職員の旧姓使用に関する規程 
平成３１年１月２４日 
訓令第１号 
（趣旨） 
第１条　この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた一般職の職員
（以下「職員」という。）が、改姓前の氏（以下「旧姓」という。）を職場において使用することに関し
必要な事項を定めるものとする。 
（旧姓使用の承認申請） 
第２条　職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書（様式第１号）により、任命
権者の承認を受けなければならない。 
２　前項の旧姓使用承認申請書は、所属長を経て任命権者に提出するものとする。 
（承認） 
第３条　任命権者が旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書（様式第２号）により、所
属長を経て当該職員に通知するものとする。 
２　任命権者は、前項の承認通知書を通知したときは、旧姓使用職員台帳（様式第３号）に承認
の内容を記載するものとする。 
（旧姓を使用する範囲） 
第４条　前条に定める承認を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、旧姓
を使用できるものとする。 
（１）　公権力の行使に関わる場合 
（２）　税務署、共済組合、年金事務所、銀行その他の外部の機関等に支障を及ぼすおそれがあ
る場合 
（３）　法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合 
（４）　人事給与等関係文書で電子計算システムの構成又は設定に変更が必要となる場合 
（５）　その他職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれがある場合 
（承認の取消し） 
第５条　任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用者の旧姓使用の承認を
取り消すことができる。 
（中止届） 
第６条　旧姓を使用している職員は、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（様式
第４号）を任命権者に提出しなければならない。 
２　前項の旧姓使用中止届は、所属長を経て任命権者に提出するものとする。 
（責務） 
第７条　所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならな
い。 
２　旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に市民及び他の職員に誤解又は
混乱等が生じないように努めるとともに、旧姓の使用の承認を受けた場合は、原則として旧姓を
使用しなければならない。 
（他の任命権者に届け出た者等の取扱い） 
第８条　一の任命権者へ申請した第２条の規定による申請は、他の任命権者に行ったものとみな
す。 
（補則） 
第９条　この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。 

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

41 208 小城市 1

小城市職員旧姓使用取扱要項

第1条　この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員について、
改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を文書等において使用することに関し必要な事項を定めるもの
とする。(適用職員)

小城市議会 1 2 1

小城市議会規則

第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のために出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければ
ならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

3

議員の出産（産前
産後期間の範囲
内）による長期欠
席については、報
酬減額の規定は適
用しない。 1 1 1 1 1 1

41 209 嬉野市 1

嬉野市職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、任命権者の承認を受けて、職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱を招く恐
れのない文書について、旧姓を使用することができる。 嬉野市議会 1 2 1

嬉野市議会会議規則

第2条第2号　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

41 210 神埼市 2 神埼市議会 1 2 1

神埼市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎児のばあいにあっては、
１４週間）前の日から当該出産日の後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

41 327 吉野ヶ里町 1

吉野ヶ里町職員の旧姓使用に関する要綱

第3条　旧姓を使用することができる文章等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがな
く、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等とし、おおむね別表第1に掲げる基準に該当
するものとする。

吉野ヶ里町議会 1 2 1

吉野ヶ里町議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

3

欠席期間に含まな
いため減額なし

1 1 1 1 1

41 341 基山町 1

基山町職員旧姓使用取扱要綱

基山町職員旧姓使用取扱要綱 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍
上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使用することに際して、その取扱いに関し必要な事項を
定めるものとする。 
  
改正注記条沿革 
（旧姓使用の範囲） 
第２条　旧姓の使用は、別表第１に掲げる文書等とする。ただし、別表第２に掲げる文書等につい
ては、旧姓を使用することができない。 
  
（承認の申請） 
第３条　職員は、旧姓を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。 
２　前項の承認を受けるときは、旧姓使用承認申請書（様式第１号）を町長に提出しなければなら
ない。 
  
（承認） 
第４条　町長は、前条の規定による申請があった場合、旧姓が専ら組織内部で使用され、法律等
に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認めるときは、旧姓の使用について承認する
ものとする。 
２　町長は、前項の規定により旧姓の使用を承認した場合、旧姓使用承認通知書（様式第２号）
を所属長を経て当該職員（以下「旧姓使用者」という。）に通知するものとする。

基山町議会 1 2 1

基山町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲
内において、そ 
の期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

1 1 1 1 1 1 1

41 345 上峰町 4 上峰町議会 1 2 2 2 1 1 1 1 1

41 346 みやき町 2 みやき町議会 1 2 1

みやき町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なれ
ばならない。 
２　前項の規定にかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

41 387 玄海町 4 4 4 4 4 4 4

基山町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（長期欠席をした場合の議員報酬の減額） 
第３条　この条例において「長期欠席」とは、第１号から第３号までのいずれかを欠席した日
から、その日後最初に第１号から第５号までのいずれかに出席した日、議長に復帰等する旨
の届出のあつた日、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日のいずれか早い日
（以下「出席等した日」という。）の前日までの期間が、90日を超えるものをいう。 
(１)　議会定例会及び臨時会の会議 
(２)　基山町議会委員会条例（昭和35年条例第18号）第６条第１項に規定する委員会 
(３)　地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の
運営に関し協議又は調整を行うための場 
(４)　地方自治法第100条第13項の規定による派遣 
(５)　基山町議会会議規則（平成元年議会規則第１号）第73条の規定による派遣 
２　議員が長期欠席をした場合における議員報酬の月額は、長期欠席の期間が90日を経過
する日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から出席等
した日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）までの間、前
条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬の月額に別表第２の左欄に掲げる支給月
の初日の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、長期
欠席の期間が90日を経過した日の属する月と復帰月が同一の場合は、復帰月の翌月に支
給する議員報酬に適用する。 
３　長期欠席の事由が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前項の規定は
適用しない。 
(１)　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成19年佐賀県市
町総合事務組合条例第26号）第３条第３項の規定により認定された公務又は通勤により生じ
た災害 
(２)　女性の議員の出産（労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第１項又は第２項に規
定する期間の範囲内である場合に限る。） 
(３)　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）
第18条第１項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。 
(４)　前３号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認める事由

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

41 401 有田町 2 有田町議会 1 2 1

有田町議会会議規則

第２条第２項 
前項の規定にかかわらず、議員が、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎
妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

41 423 大町町 4 大町町議会 1 2 1

大町町議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の六週間（多
胎妊娠の場合にあっては、十四週間）前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

41 424 江北町 2 江北町議会 1 2 1

江北町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、議長に届け出な
ければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあつては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

41 425 白石町 1

白石町職員旧姓使用取扱要綱

第3条　旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行
上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げる基準に該当するものとする。 
2　旧姓を使用することができない文書等は、別表第2に掲げる基準に該当するものとする。 
第4条　職員は、旧姓を使用するときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、町長の承認を
受けなければならない。 
2　前項の旧姓使用承認申請書は、所属長を経由して町長に提出しなければならない。

白石町議会 1 2 1

白石町議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なれ
ばならない。 
 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

41 441 太良町 4 1 2 1

太良町議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 佐賀県

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

0 0 5 13 1 3 0 1

1 2 8 4 8 4 0 14

0 0 7 3 8 13 0 5

19 18 20

41 201 佐賀市 4 4 3   1 3 3 4
  

2
  

31 3 9.7

41 202 唐津市 4 4 1 1

唐津市議会議員の政治倫理に関する条例

第３条　議員は、つぎに掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 
（５）市の職員の公正な職務執行を妨げ、議員としての権限又は地位による影響力を不正に行使しないこと。 1 3 3 4

  

3

  

31 4 12.9

41 203 鳥栖市 4 4 2   1 2 1 4
  

2
  

23 1 4.3

41 204 多久市 4 2 1 3

（研修内容）全体的
な倫理（ハラスメント
を含む）と解釈

  1 2 1 4

  

2 210 69 32.9

41 205 伊万里市 4 4 2   1 2 2 4
  

2 9 1 11.1

41 206 武雄市 4 4 3   1 3 3 4
  

2 17 2 11.8

41 207 鹿島市 2 2 1 1

鹿島市議会ハラスメント根絶及び防止条例

(目的) 
第1条　この条例は、議員によるハラスメントを根絶し、及び未然に防止することを目的とする。 1 3 3 4

  

2 33 4 12.1

41 208 小城市 4 4 2   1 2 3 4
  

2 13 1 7.7

41 209 嬉野市 4 4 3   1 3 3 4
  なし

2 242 101 41.7

41 210 神埼市 4 4 2   2 2 3 4
  特になし

3 9 2 22.2 ○

41 327 吉野ヶ里町 4 4 2   2 2 3 4
  なし

2 22 5 22.7

41 341 基山町 4 4 1 2
  

1 3 2 4
  

2 23 5 21.7 ○

41 345 上峰町 4 4 2   1 2 1 4
  

3 17 5 29.4

41 346 みやき町 4 4 3   3 3 4
  特になし

2 10 0 0.0

41 387 玄海町 4 4 2   2 2 2 4
  

3 29 5 17.2

41 401 有田町 4 4 3   1 1 3 4
  

3 14 6 42.9

41 423 大町町 4 4 3
  

3 3 4
  

2 15 2 13.3

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

3 1 1

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

調査時点

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

810 223 27.5% 2

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。
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県
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名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

41 424 江北町 4 4 2   2 3 2 4

  

1 18 2 11.1

江北町防災計画

(3) 指定緊急避難場所及び指定避難所
町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイル
ス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設
を対象に、風水害のおそれのない場所にある施設を、地域の人口、誘致
圏域、地形、災害に対する安全性等を考慮し、その管理者の同意を得た
うえで、次の基準により災害の危険が切迫した緊急時において安全が
確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要
十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指
定し、日頃から指定避難所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等につ
いて住民等への周知徹底を図るものとする。また、必要に応じ、家庭動
物のための避難スペース確保等に努める。
町は、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること
及び緊急の避難の際には発生するおそれのある災害に適した指定緊急
避難場所を避難先として選択すべきであることについて、日頃から住民
等への周知徹底に努めるものとする。また、指定緊急避難場所と指定避
難所の役割が違うことについて、日頃から住民等への周知徹底に努め
るものとする。
災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定
し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるも
のとする。
特に、指定緊急避難場所と指定避難場所が相互に兼ねる場合において
は、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場
合があることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。
また、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本
工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に
対応した避難場所であるかを明示するよう努めるものとする。あわせて、
災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努
めるものとする。
　　県は、町が県有施設を指定緊急避難場所又は指定避難所に指定し
た場合には、当該施設の必要な整備に努める。特に、指定避難所として
の指定を受けた県立学校については、要配慮者も利用できるよう多機能
トイレや電源喪失に備えた非常用電源の設置等に努める。
ア　指定緊急避難場所
 
連絡先 備考
Ｂ＆Ｇ、老人福祉センター 71－6321
江北町役場庁舎、公民館 86－2111
ネイブル、保健センター 71－6321
幼児教育センター 86－4350
こどもセンター「うるる」 65－1265
江北町防災広場 86－2111
花山球場
江北小学校グラウンド
江北中学校グラウンド
みんなの公園 86－5625
さわやかスポーツセンター

(ア) 指定基準
町は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設又は安全区域外
に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水
位以上の高さに避難者の受け入れ部分及び当該部分への避難路を有
する施設であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可
能な管理体制等を有するものを災害種別ごとに指定すること。
　また、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、
指定緊急避難場所を近隣市町に設けるものとする。
 
イ　指定避難所
避　難　所 収容人員 連絡先 備　　　考
老人福祉センター 94名 86－4317
老人福祉センター「別館」 28名
江北町公民館 79名 86－2111
ふれあい交流センター 257名 71－6321 ネイブル
保健センター 31名 71－6324
江北小学校体育館 128名 86－2251
江北中学校体育館 166名 86－2241
幼児教育センター 103名 86－4350
こどもセンター 28名 65－1265 うるる
さわやかスポーツセンター 70名
Ｂ＆Ｇトレーニングセンター 100名
 
(ア）指定基準
　　　　a　町は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有
し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有
する施設であって、想定される被害による影響が比較的少なく、災害救
援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとす
る。
ｂ　町は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な
障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じ
て、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努めるものとする。特
に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引機等の医
療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。
　　　　ｃ　町は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定され
る施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講
じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の
支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在さ
せるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定するものとす
る。特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報
伝達手段の確保に努めるものとする。

　　　　d　指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる
が、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、
特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合が
あることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努めるものとする。
　　　　e　町は、福祉避難所について、受入を想定していない避難者が
避難してくることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として
指定避難所を指定する際に、受入対象者を特定して公示するものとす
る。
　　　　ｆ　町は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき
要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、
避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努
めるものとする。
　　　　ｇ　町は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教
育活動の場であることに配慮するものとする。また、指定避難所としての
機能は応急的なものであることを認識の上、指定避難所となる施設の利
用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の
関係者と調整を図ること。
　　　　ｈ　避難者1人当たり概ね2平方メートル以上確保できる施設であ
ること
(イ)　機能の強化
町は、あらかじめ指定避難所の機能の強化を図るため、次の対策を進
める。
対策に当たっては、要配慮者、男女双方の視点並びに家庭動物を連れ
て避難する人がいることなど地域の実情に応じて居住空間に配慮する
必要がある。
具体的には、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶ
の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置す
る、

トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設
置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポ
スターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるもの
とする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相
談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。
町は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開
設するよう努めるものとする。
町は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や県及
び独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含
め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション
等の多様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に、要配
慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等
を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。
町は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防
ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避
難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとする。
町は、良好な生活環境になるよう「スフィア基準」に沿った避難所が運営
できるよう努めるものとする。
町は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対
策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペー
スの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める
ものとする。
また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患
者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保険福祉
担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等宿泊施設の活
用を含めて検討するよう努めるものとする。
なお、指定避難所の物資等の備蓄にあたっては、「県・市町の物資に関
する連携備蓄体制整備要領」に基づき、町・県において整備するものと
し、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮するも
のとする。
ａ　必要に応じ、換気、照明など良好な生活環境を確保するための設備
の整備とともに必要に応じた電力容量の拡大
ｂ　非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話等の通信機器・衛星通信を活
用したインターネット機器、空調、就寝スペース、更衣室、仮設トイレ（洋
式トイレが望ましい）、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、貯水槽、井
戸、給水タンク等のほか、多機能トイレなど要配慮者にも配慮した避難
の実施に必要な施設・設備の整備
　　また、停電時においても、施設・整備の機能が確保されるよう、再生
可能エネルギ　の活用を含めた非常用発電設備等の整備
ｃ　テレビ、ラジオ等被災者が災害情報を入手するのに必要な機器の整
備
ｄ　指定避難所又はその近傍での地域完結型備蓄施設の確保、及び食
料、飲料水、常備薬、マスク、消毒液、簡易ベッド（段ボールベッドを含
む）、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新
型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物質の備蓄・供給
体制の確立
ｅ　飲料水の給水体制の整備
ｆ　支援者等の駐車スペースの確保

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。
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その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都
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コ
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村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

41 425 白石町 4 4 3   1 3 3 4
  

2 25 3 12.0

41 441 太良町 4 4 1 1

太良町議会議員政治倫理条例

第3条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 
(2)　町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、不正に影響力を行使し又は金
品を授与しないこと。 
(6)　町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働き
かけないこと。

3 3 4

  

2 19 2 10.5

江北町防災計画

(3) 指定緊急避難場所及び指定避難所
町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイル
ス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設
を対象に、風水害のおそれのない場所にある施設を、地域の人口、誘致
圏域、地形、災害に対する安全性等を考慮し、その管理者の同意を得た
うえで、次の基準により災害の危険が切迫した緊急時において安全が
確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要
十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指
定し、日頃から指定避難所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等につ
いて住民等への周知徹底を図るものとする。また、必要に応じ、家庭動
物のための避難スペース確保等に努める。
町は、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること
及び緊急の避難の際には発生するおそれのある災害に適した指定緊急
避難場所を避難先として選択すべきであることについて、日頃から住民
等への周知徹底に努めるものとする。また、指定緊急避難場所と指定避
難所の役割が違うことについて、日頃から住民等への周知徹底に努め
るものとする。
災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定
し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるも
のとする。
特に、指定緊急避難場所と指定避難場所が相互に兼ねる場合において
は、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場
合があることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。
また、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本
工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に
対応した避難場所であるかを明示するよう努めるものとする。あわせて、
災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努
めるものとする。
　　県は、町が県有施設を指定緊急避難場所又は指定避難所に指定し
た場合には、当該施設の必要な整備に努める。特に、指定避難所として
の指定を受けた県立学校については、要配慮者も利用できるよう多機能
トイレや電源喪失に備えた非常用電源の設置等に努める。
ア　指定緊急避難場所
 
連絡先 備考
Ｂ＆Ｇ、老人福祉センター 71－6321
江北町役場庁舎、公民館 86－2111
ネイブル、保健センター 71－6321
幼児教育センター 86－4350
こどもセンター「うるる」 65－1265
江北町防災広場 86－2111
花山球場
江北小学校グラウンド
江北中学校グラウンド
みんなの公園 86－5625
さわやかスポーツセンター

(ア) 指定基準
町は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設又は安全区域外
に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水
位以上の高さに避難者の受け入れ部分及び当該部分への避難路を有
する施設であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可
能な管理体制等を有するものを災害種別ごとに指定すること。
　また、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、
指定緊急避難場所を近隣市町に設けるものとする。
 
イ　指定避難所
避　難　所 収容人員 連絡先 備　　　考
老人福祉センター 94名 86－4317
老人福祉センター「別館」 28名
江北町公民館 79名 86－2111
ふれあい交流センター 257名 71－6321 ネイブル
保健センター 31名 71－6324
江北小学校体育館 128名 86－2251
江北中学校体育館 166名 86－2241
幼児教育センター 103名 86－4350
こどもセンター 28名 65－1265 うるる
さわやかスポーツセンター 70名
Ｂ＆Ｇトレーニングセンター 100名
 
(ア）指定基準
　　　　a　町は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有
し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有
する施設であって、想定される被害による影響が比較的少なく、災害救
援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとす
る。
ｂ　町は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な
障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じ
て、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努めるものとする。特
に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引機等の医
療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。
　　　　ｃ　町は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定され
る施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講
じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の
支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在さ
せるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定するものとす
る。特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報
伝達手段の確保に努めるものとする。

　　　　d　指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる
が、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、
特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合が
あることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努めるものとする。
　　　　e　町は、福祉避難所について、受入を想定していない避難者が
避難してくることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として
指定避難所を指定する際に、受入対象者を特定して公示するものとす
る。
　　　　ｆ　町は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき
要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、
避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努
めるものとする。
　　　　ｇ　町は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教
育活動の場であることに配慮するものとする。また、指定避難所としての
機能は応急的なものであることを認識の上、指定避難所となる施設の利
用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の
関係者と調整を図ること。
　　　　ｈ　避難者1人当たり概ね2平方メートル以上確保できる施設であ
ること
(イ)　機能の強化
町は、あらかじめ指定避難所の機能の強化を図るため、次の対策を進
める。
対策に当たっては、要配慮者、男女双方の視点並びに家庭動物を連れ
て避難する人がいることなど地域の実情に応じて居住空間に配慮する
必要がある。
具体的には、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶ
の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置す
る、

トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設
置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポ
スターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるもの
とする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相
談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。
町は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開
設するよう努めるものとする。
町は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や県及
び独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含
め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション
等の多様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に、要配
慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等
を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。
町は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防
ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避
難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとする。
町は、良好な生活環境になるよう「スフィア基準」に沿った避難所が運営
できるよう努めるものとする。
町は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対
策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペー
スの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める
ものとする。
また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患
者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保険福祉
担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等宿泊施設の活
用を含めて検討するよう努めるものとする。
なお、指定避難所の物資等の備蓄にあたっては、「県・市町の物資に関
する連携備蓄体制整備要領」に基づき、町・県において整備するものと
し、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮するも
のとする。
ａ　必要に応じ、換気、照明など良好な生活環境を確保するための設備
の整備とともに必要に応じた電力容量の拡大
ｂ　非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話等の通信機器・衛星通信を活
用したインターネット機器、空調、就寝スペース、更衣室、仮設トイレ（洋
式トイレが望ましい）、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、貯水槽、井
戸、給水タンク等のほか、多機能トイレなど要配慮者にも配慮した避難
の実施に必要な施設・設備の整備
　　また、停電時においても、施設・整備の機能が確保されるよう、再生
可能エネルギ　の活用を含めた非常用発電設備等の整備
ｃ　テレビ、ラジオ等被災者が災害情報を入手するのに必要な機器の整
備
ｄ　指定避難所又はその近傍での地域完結型備蓄施設の確保、及び食
料、飲料水、常備薬、マスク、消毒液、簡易ベッド（段ボールベッドを含
む）、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新
型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物質の備蓄・供給
体制の確立
ｅ　飲料水の給水体制の整備
ｆ　支援者等の駐車スペースの確保
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